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塚
原 

信
行

パ
ラ
グ
ア
イ

言
語
政
策
の
移
植
は
可
能
か

第

章

4

は
じ
め
に［
1
］

南
ア
メ
リ
カ
の
中
央
部
に
位
置
し
、
ブ
ラ
ジ
ル
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
、
ボ
リ
ビ
ア
に
囲
ま
れ
た
内
陸
国
で
あ
る
パ
ラ
グ
ア
イ
は
、
面

積
約
四
一
万
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
、
人
口
約
六
三
八
万
（
二
〇
一
〇
年
）
を
有
す
る
。
国
土
の
ほ
ぼ
中
央
を
南
北
に
流
れ
る
パ
ラ
グ

ア
イ
川
よ
り
も
西
の
一
帯
は
、
元
来
農
耕
に
適
さ
な
い
こ
と
も
あ
り
人
口
は
少
な
く
、
大
部
分
は
パ
ラ
グ
ア
イ
川
よ
り
も
東
に
住
む
。

首
都
ア
ス
ン
シ
オ
ン
に
は
総
人
口
の
お
よ
そ
八
％
に
あ
た
る
五
二
万
人
程
度
が
居
住
し
、
ア
ス
ン
シ
オ
ン
の
東
側
を
取
り
囲
む
よ
う

に
接
す
る
セ
ン
ト
ラ
ル
県
に
は
総
人
口
の
三
二
％
ほ
ど
に
該
当
す
る
約
二
〇
七
万
人
が
住
む
。
こ
の
よ
う
に
、
ア
ス
ン
シ
オ
ン
を
中

心
と
す
る
首
都
圏
へ
の
人
口
集
中
が
顕
著
で
あ
り
（
地
図
1
参
照
）
、
国
土
全
体
を
見
て
も
都
市
部
に
人
口
の
約
六
〇
％
が
居
住
し

第
1
部 
②
　
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
外
の
多
言
語
状
況
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
型
多
言
語
主
義
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て
い
る
。
人
口
の
大
部
分
は
先
住
民
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
系
の
両
方
の
流
れ
を
引
く
メ
ス
テ
ィ
ー
ソ
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
（
お
よ

そ
九
五
％
）
が
、
先
住
民
（
二
％
弱
）
に
加
え
、
周
辺
の
ブ
ラ
ジ
ル
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
、
ウ
ル
グ
ア
イ
、
さ
ら
に
韓
国
、
日
本
、
ド
イ

ツ
と
い
っ
た
国
々
か
ら
の
移
民
も
含
ま
れ
て
い
る［
2
］
。

パ
ラ
グ
ア
イ
は
立
憲
共
和
制
国
家
で
あ
り
、
五
年
任
期
（
再
選
禁
止
）
の
大
統
領
を
頂
点
と
す
る
行
政
府
、
二
院
制
議
会
（
上
院

四
五
議
席
、
下
院
八
〇
議
席
、
五
年
任
期
で
再
選
可
）
に
よ
る
立
法
府
、
九
人
の
判
事
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
最
高
裁
判
所
お
よ
び
下
級

審
か
ら
な
る
司
法
府
を
有
す
る
。
行
政
機
関
と
し
て
は
大
統
領
府
以
外
に
一
〇
の
省
（M

inisterio

）
と
二
つ
の
局
（Secretaría

）
が

設
置
さ
れ
て
い
る［
3
］
。
地
域
行
政
単
位
と
し
て
は
、
首
都
ア
ス
ン
シ
オ
ン
の
他
に
一
七
の
県
（D

epartam
ento

）
が
置
か
れ
て
い
る

（
地
図
1
参
照
）
。

国
内
総
生
産
に
お
い
て
は
、
農
業
と
牧
畜
を
中
心
と
す
る
第
一
次
産
業
が
全
体
の
二
割
程
度
、
製
造
業
を
中
心
と
す
る
第
二
次
産

業
が
同
じ
く
二
割
程
度
、
第
三
次
産
業
が
六
割
程
度
を
占
め
（
二
〇
〇
九
）、
過
去
二
〇
年
間
で
は
第
三
次
産
業
の
占
め
る
割
合
が
高

く
な
っ
て
き
て
い
る
。
二
〇
〇
九
年
に
お
け
る
一
人
あ
た
り
国
民
総
所
得
は
二
二
五
〇
ド
ル
で
あ
り
、
二
〇
〇
〇
年
時
点
の
一
三
五

〇
ド
ル
に
較
べ
て
大
き
く
増
加
し
て
い
る
。
国
内
総
生
産
に
つ
い
て
も
、
一
九
八
九
年
に
は
四
四
億
ド
ル
で
あ
っ
た
が
、
二
〇
〇

九
に
は
一
四
二
億
ド
ル
に
達
し
て
お
り
、
経
済
全
体
と
し
て
は
発
展
し
て
い
る［
4
］
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
経
済
発
展
の
成
果
は
著

し
く
偏
っ
て
配
分
さ
れ
て
お
り
、
パ
ラ
グ
ア
イ
の
ジ
ニ
係
数
は
二
〇
〇
七
年
で
〇
・
五
三
で
あ
る［
5
］
。
二
〇
一
〇
年
に
お
い
て
は
、

最
低
限
の
生
活
ニ
ー
ズ
を
満
た
す
こ
と
が
で
き
な
い
貧
困
層
が
人
口
の
約
三
五
％
、
実
数
に
し
て
お
よ
そ
二
二
〇
万
人
を
占
め
て
い

る
。
ま
た
、
こ
の
う
ち
一
二
三
万
人
ほ
ど
は
最
低
限
の
食
費
を
ま
か
な
う
こ
と
が
で
き
な
い
極
貧
層
で
あ
り
、
こ
れ
は
人
口
の
約
一

九
％
に
該
当
す
る
。
貧
困
層
の
六
割
程
度
は
農
村
部
に
居
住
し
、
残
り
の
約
四
割
は
都
市
部
に
住
ん
で
い
る［
6
］
。

パ
ラ
グ
ア
イ
で
は
、
一
九
九
二
年
に
制
定
さ
れ
た
憲
法
に
よ
り
ス
ペ
イ
ン
語
と
先
住
民
言
語
で
あ
る
グ
ア
ラ
ニ
ー
語
が
公
用
語
と

定
め
ら
れ
た
。
そ
の
一
八
年
後
の
二
〇
一
〇
年
に
、
憲
法
の
言
語
条
項
の
展
開
措
置
と
し
て
の
言
語
法
が
よ
う
や
く
制
定
さ
れ
た
。

こ
の
言
語
法
制
定
過
程
で
は
、
ス
ペ
イ
ン
・
カ
タ
ル
ー
ニ
ャ
自
治
州
に
お
け
る
言
語
政
策
の
根
幹
を
成
す
言
語
法
制
が
一
つ
の
モ
デ
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地図 1　 行政区画およびその人口（色が濃いほど人口が多い）（出所：二〇〇二年センサス

データから作成）
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ル
と
し
て
参
照
さ
れ
て
い
る
。
一
体
、
カ
タ
ル
ー
ニ
ャ
自
治
州
の
言
語
法
制
は
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
参
照
さ
れ
、
そ
こ
か
ら
な
に
が

取
り
込
ま
れ
、
な
に
が
取
り
込
ま
れ
な
か
っ
た
の
か
。
本
稿
で
は
、
こ
れ
ら
の
一
部
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
言
語
政
策

を
移
植
す
る
と
い
う
行
為
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
い
。

以
下
で
は
、
参
照
元
と
な
っ
た
カ
タ
ル
ー
ニ
ャ
自
治
州
の
言
語
政
策
に
つ
い
て
概
略
を
示
し
た
後
、
参
照
が
行
わ
れ
た
文
脈
と
し

て
の
パ
ラ
グ
ア
イ
の
言
語
状
況
の
過
去
と
現
在
に
つ
い
て
述
べ
る
。
そ
の
上
で
、
言
語
法
制
定
過
程
に
関
す
る
調
査
結
果
を
提
示
し
、

考
察
へ
と
進
む
。1

　
カ
タ
ル
ー
ニ
ャ
自
治
州
に
お
け
る
言
語
政
策
の
概
略

中
世
に
は
ア
ラ
ゴ
ン
・
カ
タ
ル
ー
ニ
ャ
連
合
王
国
と
し
て
繁
栄
し
た
歴
史
を
持
つ
今
日
の
カ
タ
ル
ー
ニ
ャ
自
治
州
を
中
心
と
す
る

地
域
は
、
そ
の
後
の
イ
ベ
リ
ア
半
島
の
政
治
的
統
合
と
近
代
国
家
形
成
の
中
で
、
ス
ペ
イ
ン
国
家
の
一
地
域
と
な
る
。
一
九
三
一
年

に
成
立
し
た
第
二
共
和
制
下
で
は
自
治
権
を
獲
得
し
、
カ
タ
ル
ー
ニ
ャ
語
が
ス
ペ
イ
ン
語
と
と
も
に
公
用
語
と
さ
れ
、
教
育
現
場
や

マ
ス
メ
デ
ィ
ア
な
ど
に
お
け
る
カ
タ
ル
ー
ニ
ャ
語
使
用
が
広
が
っ
た
。
一
九
三
六
年
に
始
ま
る
ス
ペ
イ
ン
内
戦
は
反
乱
軍
側
の
勝
利

で
終
結
し
、
一
九
三
九
年
か
ら
フ
ラ
ン
コ
独
裁
体
制
が
始
ま
る
と
、
カ
タ
ル
ー
ニ
ャ
語
は
公
的
お
よ
び
公
共
的
領
域
か
ら
排
除
さ

れ
、
家
庭
を
中
心
と
す
る
私
的
領
域
に
押
し
と
ど
め
ら
れ
た
。
一
九
六
〇
年
代
か
ら
一
九
七
〇
年
代
前
半
に
か
け
て
の
ス
ペ
イ
ン
全

体
の
経
済
発
展
の
中
で
も
カ
タ
ル
ー
ニ
ャ
の
経
済
的
成
長
は
著
し
く
、
職
を
求
め
て
南
部
農
村
地
帯
か
ら
カ
タ
ル
ー
ニ
ャ
へ
移
動
す

る
人
口
が
増
加
し
、
こ
の
結
果
、
カ
タ
ル
ー
ニ
ャ
人
口
全
体
に
占
め
る
ス
ペ
イ
ン
語
話
者
の
割
合
が
大
き
く
上
昇
し
た
。 

例
え
ば
、

一
九
九
一
年
当
時
の
四
〇
代
人
口
の
半
分
以
上
は
州
外
出
生
者
で
あ
り［
7
］
、
二
〇
〇
三
年
か
ら
二
〇
〇
四
年
に
か
け
て
の
時
期
で

も
州
内
出
生
者
の
割
合
は
七
一
・
九
％
に
と
ど
ま
る［
8
］
。
こ
の
大
規
模
な
ス
ペ
イ
ン
語
話
者
の
流
入
は
カ
タ
ル
ー
ニ
ャ
に
お
け
る
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そ
の
後
の
言
語
状
況
を
決
定
づ
け
た
。
一
九
七
五
年
の
フ
ラ
ン
コ
死
去
後
、
民
主
化
プ
ロ
セ
ス
が
開
始
さ
れ
、
一
九
七
八
年
に
制
定

さ
れ
た
ス
ペ
イ
ン
憲
法
を
通
じ
て
カ
タ
ル
ー
ニ
ャ
は
自
治
州
と
し
て
の
地
位
を
回
復
す
る
。
自
治
憲
章
に
よ
り
カ
タ
ル
ー
ニ
ャ
語
は

ス
ペ
イ
ン
語
と
と
も
に
自
治
州
の
公
用
語
と
定
め
ら
れ
、
カ
タ
ル
ー
ニ
ャ
語
の
復
興
を
目
指
す
言
語
政
策
が
開
始
さ
れ
る
。
一
九
八

三
年
に
は
自
治
州
法
と
し
て
「
カ
タ
ル
ー
ニ
ャ
に
お
け
る
言
語
正
常
化
法
」
が
制
定
さ
れ
、
一
九
九
八
年
に
は
こ
れ
を
置
き
換
え
る

「
言
語
政
策
法
」
が
制
定
さ
れ
て
い
る
。
二
〇
〇
六
年
に
は
自
治
憲
章
が
改
正
さ
れ
、
公
用
語
と
し
て
あ
ら
た
に
オ
ッ
ク
語
が
追
加

さ
れ
て
い
る
。

フ
ラ
ン
コ
体
制
終
了
時
、
ス
ペ
イ
ン
語
に
よ
る
公
的
・
公
共
的
領
域
の
三
五
年
以
上
に
わ
た
る
占
有
や
、
ス
ペ
イ
ン
語
話
者
の
大

量
流
入
等
に
よ
り
、
カ
タ
ル
ー
ニ
ャ
で
は
非
対
称
的
バ
イ
リ
ン
ガ
リ
ズ
ム
を
伴
う
ダ
イ
グ
ロ
シ
ア
が
出
現
し
て
い
た
。
つ
ま
り
、
ス

ペ
イ
ン
語
が
上
位
、
カ
タ
ル
ー
ニ
ャ
語
が
下
位
と
い
う
階
層
化
に
加
え
て
、
カ
タ
ル
ー
ニ
ャ
語
話
者
の
み
が
バ
イ
リ
ン
ガ
ル
で
あ
り
、

ス
ペ
イ
ン
語
話
者
は
モ
ノ
リ
ン
ガ
ル
と
い
う
状
況
で
あ
る
。
言
語
的
階
層
の
下
位
に
位
置
す
る
カ
タ
ル
ー
ニ
ャ
語
の
話
者
は
、
ス
ペ

イ
ン
語
に
よ
っ
て
機
能
し
て
い
る
社
会
に
お
い
て
は
ス
ペ
イ
ン
語
と
の
バ
イ
リ
ン
ガ
ル
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
一
方
、
極
め
て
個

人
的
な
も
の
を
の
ぞ
け
ば
、
ス
ペ
イ
ン
語
話
者
に
は
カ
タ
ル
ー
ニ
ャ
語
を
学
ぶ
動
機
は
存
在
し
な
か
っ
た
。
た
だ
し
、
こ
の
よ
う
な

状
況
に
あ
っ
て
も
、
カ
タ
ル
ー
ニ
ャ
語
か
ら
ス
ペ
イ
ン
語
へ
の
大
規
模
な
言
語
乗
り
換
え
（Language Shift

）
が
生
じ
て
い
な
か
っ

た
こ
と
は
指
摘
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
過
去
の
輝
か
し
い
歴
史
を
強
力
な
後
ろ
盾
と
す
る
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
感
情
が
主
因

と
推
定
さ
れ
る
が
、
そ
の
理
由
が
な
ん
に
せ
よ
、
そ
の
後
の
カ
タ
ル
ー
ニ
ャ
語
復
興
を
非
常
に
有
利
な
も
の
と
し
た
と
言
え
る
。

さ
て
、
カ
タ
ル
ー
ニ
ャ
語
の
復
興
を
目
指
す
言
語
政
策
の
要
諦
は
、
二
言
語
の
存
在
を
所
与
と
し
つ
つ
、
全
住
民
の
バ
イ
リ
ン
ガ

ル
化
と
、
社
会
に
お
け
る
カ
タ
ル
ー
ニ
ャ
語
使
用
の
拡
大
に
よ
っ
て
、
こ
の
状
況
を
覆
す
こ
と
で
あ
っ
た
。

全
住
民
の
バ
イ
リ
ン
ガ
ル
化
と
い
う
目
的
に
大
き
く
寄
与
し
た
の
は
、
公
教
育
に
お
け
る
カ
タ
ル
ー
ニ
ャ
語
イ
マ
ー
ジ
ョ
ン
の
実

施
で
あ
る
。
こ
れ
は
児
童
生
徒
の
母
語
に
関
わ
り
な
く
教
育
を
カ
タ
ル
ー
ニ
ャ
語
に
よ
っ
て
行
う
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
学
校
教
育

を
通
じ
て
、
ス
ペ
イ
ン
語
を
母
語
と
す
る
年
少
者
を
カ
タ
ル
ー
ニ
ャ
語
も
使
え
る
バ
イ
リ
ン
ガ
ル
と
す
る
こ
と
に
貢
献
し
た
。
こ
の
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つ
ま
り
、
カ
タ
ル
ー
ニ
ャ
語
は
ス
ペ
イ
ン
語
と
の
絶
え
ざ
る
競
合
状
態
に
置
か
れ
て
お
り
、
決
し
て

安
定
的
・
静
的
な
共
存
関
係
に
は
な
い
と
い
う
状
況
認
識
が
背
景
に
存
在
し
て
い
る
。
ま
た
実
践
的

に
は
、「
状
況
の
変
化
に
対
応
し
て
そ
の
内
容
を
変
え
て
い
く
こ
と
を
特
徴
と
す
る
『
開
か
れ
た
』

シ
ス
テ
ム
」［
12
］
と
描
写
さ
れ
る
ス
ペ
イ
ン
の
地
方
分
権
制
度
の
限
界
に
挑
ん
で
き
た
経
緯
が
あ
り
、

非
常
に
戦
闘
的
な
側
面
を
持
つ
も
の
だ
と
言
え
る
。

2
　
パ
ラ
グ
ア
イ
の
言
語
状
況

―
現
在

二
〇
〇
二
年
の
セ
ン
サ
ス
に
お
け
る
言
語
使
用
デ
ー
タ
に
よ
れ
ば
、
グ
ア
ラ
ニ
ー
語
モ
ノ
リ
ン

ガ
リ
ズ
ム
は
三
〇
％
弱
、
グ
ア
ラ
ニ
ー
語
と
ス
ペ
イ
ン
語
の
バ
イ
リ
ン
ガ
リ
ズ
ム
が
五
二
％
程
度
、

ス
ペ
イ
ン
語
モ
ノ
リ
ン
ガ
リ
ズ
ム
が
一
〇
％
、
そ
の
他
言
語
の
使
用
が
残
り
の
九
％
弱
を
占
め
る

（
表
2
参
照
）
。
こ
の
九
％
弱
に
は
、
先
住
民
言
語
や
移
民
の
言
語
の
使
用
が
含
ま
れ
る
。
ま
た
、
こ

れ
を
都
市
部
と
農
村
部
で
わ
け
て
見
る
と
、
都
市
部
で
は
明
ら
か
に
ス
ペ
イ
ン
語
が
優
勢
で
あ
る
が
、

農
村
部
で
は
こ
れ
が
逆
転
し
グ
ア
ラ
ニ
ー
語
が
優
勢
と
な
る
こ
と
が
わ
か
る
（
表
3
参
照
）
。
使
用

表 1： センサスデータに基づくカタルーニャ語運用能力の伸
長（単位：％）

理解する 話す 読む 書く
1991 年 94.5 74.5 67.6 49.7
1996 年 95.0 75.3 72.4 45.8
2001 年 94.5 74.5 74.2 49.7
2007 年 93.8 75.6 73.0 56.3

出所：カタルーニャ統計院［9］データから作成

成
果
は
明
白
で
あ
り
、
カ
タ
ル
ー
ニ
ャ
語
の
運
用
能
力
は
ほ
ぼ
一
貫
し
て
上
昇
し
て
き
た
（
表
1
参
照
）
。

社
会
に
お
け
る
カ
タ
ル
ー
ニ
ャ
語
使
用
の
拡
大
は
、
カ
タ
ル
ー
ニ
ャ
語
に
固
有
言
語
と
い
う
地
位
を
あ
て
が
い
、
こ
れ
を
足
場
と

し
て
、
公
的
・
公
共
的
領
域
を
中
心
に
カ
タ
ル
ー
ニ
ャ
語
優
先
使
用
を
法
的
に
定
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
て
き
た［
10
］
。

こ
の
よ
う
に
、「
知
識
（
運
用
能
力
）
」
と
「
使
用
」
を
両
輪
と
し
て
進
め
ら
れ
て
き
た
カ
タ
ル
ー
ニ
ャ
自
治
州
に
お
け
る
言
語
政

策
は
、
理
論
的
に
は
言
語
間
の
競
合
を
普
遍
的
現
象
と
み
な
す
「
言
語
コ
ン
フ
リ
ク
ト
」
と
い
う
概
念
を
基
盤
と
し
て
い
る［
11
］
。
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表 2：パラグアイにおける言語使用状況（五歳以上人口）

人数 割合（％）
グアラニー語のみ 1,319,777  28.8
グアラニー語およびスペイン語 2,409,334  52.6
スペイン語のみ   458,739  10.0
その他   396,453   8.6
合計 4,584,303 100.0
出所：二〇〇二年センサスデータから作成

表 3：環境別使用状況（単位：％）

グアラニー語のみ グアラニー語
およびスペイン語

スペイン語のみ その他

都市部 13.1 63.2 15.2 8.5
農村部 49.9 38.2  3.0 8.9
出所：二〇〇二年センサスデータから作成

表 4：センサスから見る言語使用状況の変化（単位：％）

グアラニー語のみ グアラニー語
およびスペイン語

スペイン語のみ その他

1950 年 37.3 57.0 4.4 1.4
1962 年 43.1 50.6 4.1 2.2
1982 年 40.1 48.6 6.5 4.8
1992 年 38.4 49.6 6.5 5.6
2002 年 28.8 52.6 10.0 8.6
出所：  Gynan, Shaw Nicholas (2003) El bilingüismo paraguayo:Aspectos sociolingüísticos. Universidad 

Evangélica de Asunción, Asunción (Paraguay) pág.37 cuadro1 および二〇〇二年センサスデータから

作成

状
況
を
も
う
少
し
長
い
期
間
で
見

た
も
の
が
表
4
で
あ
る
。
各
セ
ン

サ
ス
に
お
け
る
設
問
は
ま
っ
た
く

同
じ
で
は
な
く
、
自
己
申
告
型
調

査
と
い
う
こ
と
が
前
提
で
は
あ
る

が
、
全
体
的
な
傾
向
と
し
て
は
、

グ
ア
ラ
ニ
ー
語
モ
ノ
リ
ン
ガ
リ
ズ

ム
が
減
じ
、
ス
ペ
イ
ン
語
モ
ノ
リ

ン
ガ
リ
ズ
ム
が
増
加
し
て
い
る
こ

と
が
う
か
が
え
る
。

新
聞
、
テ
レ
ビ
、
ラ
ジ
オ
な
ど

の
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
は
わ
ず
か
な
例

外
を
除
き
ス
ペ
イ
ン
語
の
み
で
満

た
さ
れ
、
交
通
標
識
等
の
公
的
掲

示
に
も
グ
ア
ラ
ニ
ー
語
の
表
記
は

ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
。
出
版
に

つ
い
て
も
同
様
で
あ
り
、
学
校
教

育
現
場
を
除
け
ば
、
グ
ア
ラ
ニ
ー

語
は
視
覚
的
に
は
ほ
と
ん
ど
認
知

さ
れ
な
い
言
語
と
な
っ
て
い
る
。
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一
方
で
、
話
し
言
葉
と
し
て
の
存
在
は
確
か
な
も
の
で
あ
り
、
家
族
間
、
友
人
や
隣
人
と
い
っ
た
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
な
場
面
で
優
先

し
て
用
い
ら
れ
て
い
る［
13
］
。

ス
ペ
イ
ン
語
が
上
位
、
グ
ア
ラ
ニ
ー
語
が
下
位
に
配
置
さ
れ
る
ダ
イ
グ
ロ
シ
ア
は
存
在
す
る
が
、
バ
イ
リ
ン
ガ
リ
ズ
ム
は
人
口
の

お
よ
そ
半
分
に
の
み
見
ら
れ
る
現
象
で
あ
り
、
最
も
多
く
の
者
に
よ
っ
て
理
解
さ
れ
る
言
語
は
グ
ア
ラ
ニ
ー
語
で
あ
る
、
と
い
う
の

が
概
況
で
あ
る
。3

　
パ
ラ
グ
ア
イ
の
言
語
状
況

―
歴
史

3
・
1
　
植
民
地
期

瞥
見
し
た
よ
う
な
バ
イ
リ
ン
ガ
リ
ズ
ム
の
起
源
は
、
現
在
の
ア
ス
ン
シ
オ
ン
に
該
当
す
る
一
画
に
ス
ペ
イ
ン
人
植
民
者
が
砦
を
建

設
し
た
一
五
三
七
年
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
が
で
き
る［
14
］
。
そ
れ
ぞ
れ
の
思
惑
か
ら
友
好
関
係
を
結
ん
だ
ス
ペ
イ
ン
人
植
民
者

と
先
住
者
の
グ
ア
ラ
ニ
ー
の
間
に
は
、
ほ
ど
な
く
姻
戚
関
係
が
生
じ
る
よ
う
に
な
る
。
ス
ペ
イ
ン
人
の
男
性
と
グ
ア
ラ
ニ
ー
の
女
性

と
の
間
で
の
婚
姻
が
行
わ
れ
、
メ
ス
テ
ィ
ー
ソ
で
あ
る
子
ど
も
た
ち
は
ス
ペ
イ
ン
語
と
グ
ア
ラ
ニ
ー
語
を
引
き
継
い
だ
。「
ア
ス
ン

シ
オ
ン
に
は
、
植
民
都
市
と
し
て
二
つ
の
要
素
が
欠
け
て
い
た
。
一
つ
は
富
を
生
む
資
源
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
本
国
や
他
の
植
民

地
と
の
交
流
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
欠
落
に
よ
っ
て
パ
ラ
グ
ア
イ
の
植
民
者
た
ち
は
、
経
済
的
停
滞
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
た
」
と
坂

野
が
指
摘［
15
］
す
る
よ
う
に
、
パ
ラ
グ
ア
イ
は
周
囲
の
ス
ペ
イ
ン
語
世
界
か
ら
孤
立
し
た
植
民
地
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
お
け
る
メ
ス

テ
ィ
ー
ソ
の
増
加
は
、
グ
ア
ラ
ニ
ー
語
が
日
常
的
に
用
い
ら
れ
る
空
間
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
う
し
た
空
間
に
た
ど
り
着

い
た
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
お
よ
び
イ
エ
ズ
ス
会
の
宣
教
師
た
ち
が
グ
ア
ラ
ニ
ー
語
を
学
び
用
い
た
の
は
必
然
と
言
え
る
。
一
五
八
五
年
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頃
に
は
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
士
ル
イ
ス
・
ボ
ラ
ニ
ョ
ス
が
教
理
問
答
集
を
グ
ア
ラ
ニ
ー
語
に
翻
訳
す
る
と
と
も
に
文
法
書
や
辞
書
を
作

成［
16
］
し
、
一
六
二
〇
年
代
以
降
に
は
イ
エ
ズ
ス
会
士
の
ア
ロ
ン
ソ
・
デ
・
ア
ラ
ゴ
ナ
や
ア
ン
ト
ニ
オ
・
ル
イ
ス
・
デ
・
モ
ン
ト
ー

ヤ
が
こ
れ
に
続
い
た
。
一
八
世
紀
に
入
る
と
教
化
村
に
印
刷
所
が
設
け
ら
れ
、
ス
ペ
イ
ン
語
か
ら
グ
ア
ラ
ニ
ー
語
に
翻
訳
さ
れ
た
書

物
や
、
グ
ア
ラ
ニ
ー
語
で
著
さ
れ
た
書
物
な
ど
が
発
行
さ
れ
て
い
る
。
書
記
言
語
と
し
て
グ
ア
ラ
ニ
ー
語
を
用
い
る
イ
エ
ズ
ス
会
士

ら
に
よ
る
活
動
は
、
一
七
六
七
年
に
ス
ペ
イ
ン
王
室
に
よ
っ
て
実
施
さ
れ
た
同
会
の
追
放
に
よ
っ
て
幕
を
下
ろ
す
こ
と
に
な
る
が
、

グ
ア
ラ
ニ
ー
語
コ
ー
パ
ス
の
基
礎
が
こ
の
間
に
形
成
さ
れ
た
と
言
え
る
。
ス
ペ
イ
ン
語
は
公
的
領
域
で
用
い
ら
れ
、
高
い
威
信
を
享

受
し
て
い
た
も
の
の
、
パ
ラ
グ
ア
イ
社
会
全
体
か
ら
み
れ
ば
使
用
領
域
は
決
し
て
大
き
な
部
分
を
占
め
る
も
の
で
は
な
く
、
社
会
に

広
く
情
報
を
伝
え
る
た
め
に
は
グ
ア
ラ
ニ
ー
語
を
用
い
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
行
政
府
の
命
令
を
伝
え
る
広
報
官

（pregonero

）
は
、
ス
ペ
イ
ン
語
だ
け
で
な
く
グ
ア
ラ
ニ
ー
語
も
用
い
て
い
た［
17
］
。
そ
の
後
の
カ
ル
ロ
ス
三
世
に
よ
る
植
民
地
統
治

改
革
過
程
に
お
い
て
、
グ
ア
ラ
ニ
ー
語
を
は
じ
め
と
す
る
先
住
民
言
語
を
排
し
て
ス
ペ
イ
ン
語
化
が
試
み
ら
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
が

成
功
し
て
い
な
い
。

3
・
2
　
独
立
か
ら
二
〇
世
紀
半
ば
ま
で

一
八
一
一
年
に
パ
ラ
グ
ア
イ
は
ス
ペ
イ
ン
か
ら
の
独
立
を
宣
言
し
、
一
八
一
四
年
か
ら
は
ガ
ス
パ
ー
ル
・
ロ
ド
リ
ゲ
ス
・
デ
・
フ

ラ
ン
シ
ア
に
よ
る
独
裁
政
治
が
始
ま
る
。
フ
ラ
ン
シ
ア
は
孤
立
政
策
を
と
り
、
旧
宗
主
国
出
身
者
の
政
治
的
・
経
済
的
基
盤
を
弱
体

化
さ
せ
る
一
連
の
政
策
を
推
進
し
た
た
め
、
多
く
の
ス
ペ
イ
ン
人
が
出
国
す
る
と
と
も
に
、
閉
鎖
的
な
社
会
が
形
成
さ
れ
た
。
こ
れ

は
ス
ペ
イ
ン
語
話
者
の
減
少
に
つ
な
が
り
、
結
果
と
し
て
グ
ア
ラ
ニ
ー
語
の
維
持
に
寄
与
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
フ
ラ
ン
シ
ア
の
後

を
継
い
だ
カ
ル
ロ
ス
・
ア
ン
ト
ニ
オ
・
ロ
ペ
ス
の
時
代
に
は
開
放
政
策
に
転
じ
、
男
子
対
象
の
学
校
教
育
が
義
務
化
さ
れ
、
学
校
で

は
グ
ア
ラ
ニ
ー
語
の
使
用
が
禁
じ
ら
れ
た
。
次
の
大
統
領
で
あ
る
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
・
ソ
ラ
ノ
・
ロ
ペ
ス
の
治
世
に
は
、
ブ
ラ
ジ
ル
・
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ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
・
ウ
ル
グ
ア
イ
の
三
国
同
盟
と
の
間
で
パ
ラ
グ
ア
イ
戦
争
（
一
八
六
四
年
―
一
八
七
〇
年
）
が
勃
発
す
る
。
戦
争
が
始

ま
る
と
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
グ
ア
ラ
ニ
ー
語
は
称
揚
の
対
象
と
な
っ
た
。
戦
意
高
揚
を
目
的

と
し
て
発
行
さ
れ
た
新
聞
は
グ
ア
ラ
ニ
ー
文
化
を
扱
い
、
グ
ア
ラ
ニ
ー
語
を
用
い
て
書
か
れ
た
文
章
が
掲
載
さ
れ
た
。
特
に
『
ラ
ン

バ
レ
ー
首
長
』
は
、
す
べ
て
が
グ
ア
ラ
ニ
ー
語
で
書
か
れ
て
い
た
こ
と
で
有
名
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
時
期
に
は
今
日
ま
で
よ
く
知

ら
れ
て
い
る
グ
ア
ラ
ニ
ー
語
に
よ
る
歌
（C

am
pam

ento C
erro León

等
）
が
現
れ
て
い
る
。
パ
ラ
グ
ア
イ
は
こ
の
戦
争
に
敗
北
し
、

人
口
が
半
分
以
下
と
な
り
（
三
分
の
一
と
い
う
説
も
あ
る
）
、
特
に
成
年
男
子
の
九
割
程
度
が
死
亡
す
る
な
ど
、
甚
大
な
被
害
を
受
け
た
。

敗
戦
後
、
グ
ア
ラ
ニ
ー
語
は
近
代
化
と
文
化
的
発
展
の
障
害
と
み
な
さ
れ
、
再
び
学
校
教
育
に
お
い
て
禁
止
さ
れ
る
に
至
る
。
一
八

七
四
年
に
は
一
〇
〇
を
越
え
る
学
校
が
再
建
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
の
す
べ
て
が
児
童
生
徒
を
「
ス
ペ
イ
ン
語
化
」
す
る
カ
リ
キ
ュ
ラ

ム
に
基
づ
い
て
い
た
。
二
〇
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
も
グ
ア
ラ
ニ
ー
語
が
蔑
視
さ
れ
る
状
況
は
続
い
て
い
た
が
、
一
部
の
知
識
人
を
中

心
に
こ
れ
を
評
価
す
る
動
き
も
あ
っ
た
。
状
況
を
決
定
的
に
変
化
さ
せ
た
の
は
、
ま
た
し
て
も
戦
争
だ
っ
た
。
一
九
三
二
年
に
ボ
リ

ビ
ア
と
の
間
で
チ
ャ
コ
戦
争
が
は
じ
ま
る
と
、
グ
ア
ラ
ニ
ー
語
は
再
び
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
、

ま
た
近
隣
諸
国
と
パ
ラ
グ
ア
イ
を
分
か
つ
要
素
と
し
て
社
会
的
に
認
知
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
一
九
三
三
年
、
グ
ア
ラ
ニ
ー
語
は
戦

場
で
唯
一
使
わ
れ
る
言
語
と
宣
言
さ
れ
た
。
パ
ラ
グ
ア
イ
の
勝
利
に
よ
る
一
九
三
五
年
の
チ
ャ
コ
戦
争
終
結
後
、
一
九
四
〇
年
代
に

は
グ
ア
ラ
ニ
ー
語
に
よ
る
多
く
の
作
品
が
発
行
さ
れ
、
ア
ン
ト
ニ
オ
・
グ
ア
シ
ュ
に
よ
る
も
の
も
含
め
た
お
び
た
だ
し
い
数
の
辞
書

や
文
法
書
が
発
行
さ
れ
る
。
グ
ア
ラ
ニ
ー
語
に
よ
る
文
化
活
動
が
盛
ん
に
な
る
一
方
で
、
一
九
四
〇
年
の
憲
法
は
、
ス
ペ
イ
ン
語
を

唯
一
の
公
用
語
と
し
て
定
め
て
い
た
。
し
か
し
、
行
政
文
書
が
グ
ア
ラ
ニ
ー
語
に
翻
訳
さ
れ
た
り
、
大
統
領
が
グ
ア
ラ
ニ
ー
語
に
よ

る
演
説
を
行
っ
た
と
い
う
記
録
も
あ
り
、
公
的
領
域
は
ス
ペ
イ
ン
語
ば
か
り
に
埋
め
尽
く
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
も
な
か
っ
た
よ
う
で

あ
る
。
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4
　
ス
ト
ロ
エ
ス
ネ
ル
時
代
か
ら
現
在
ま
で

一
九
五
四
年
か
ら
始
ま
る
ア
ル
フ
レ
ド
・
ス
ト
ロ
エ
ス
ネ
ル
の
独
裁
時
代
に
は
、
学
校
教
育
の
普
及
の
遅
れ
や
、
都
市
部
と
農
村

部
に
二
分
さ
れ
た
社
会
状
況
な
ど
が
グ
ア
ラ
ニ
ー
語
の
維
持
に
あ
る
程
度
有
利
に
働
い
た
と
考
え
ら
れ
る
も
の
の
、
学
校
に
お
け
る

グ
ア
ラ
ニ
ー
語
使
用
の
禁
止
と
い
っ
た
不
利
な
状
況
も
同
時
に
存
在
し
て
い
た
。
言
語
に
対
す
る
政
府
の
態
度
は
あ
い
ま
い
な
も
の

で
あ
り
、「
パ
ラ
グ
ア
イ
ら
し
さ
」
や
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
担
う
も
の
と
し
て
グ
ア
ラ
ニ
ー
語
と
い
う
言
説
が
流

通
し
つ
つ
も
、
グ
ア
ラ
ニ
ー
語
が
ほ
ぼ
全
国
民
に
共
通
す
る
唯
一
の
言
語
で
あ
る
と
認
識
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
一
九
五
六
年

に
は
ア
ス
ン
シ
オ
ン
で
第
二
回
グ
ア
ラ
ニ
ー
言
語
文
化
国
際
会
議
が
開
催
さ
れ
、
パ
ラ
グ
ア
イ
を
は
じ
め
と
し
て
、
ア
ル
ゼ
ン
チ

ン
、
ブ
ラ
ジ
ル
、
ボ
リ
ビ
ア
、
ウ
ル
グ
ア
イ
の
グ
ア
ラ
ニ
ー
語
地
域
か
ら
関
係
者
が
参
集
し
、
パ
ラ
グ
ア
イ
を
二
言
語
国
家
と
宣
言

し
、
グ
ア
ラ
ニ
ー
語
に
ス
ペ
イ
ン
語
と
同
等
の
法
的
地
位
を
認
め
る
べ
き
と
い
う
勧
告
が
採
択
さ
れ
た
。
以
上
の
よ
う
な
情
勢
の
中

で
、
一
九
六
七
年
の
憲
法
は
、
ス
ペ
イ
ン
語
と
グ
ア
ラ
ニ
ー
語
を
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
言
語
と
定
め
た
上
で
、
ス
ペ
イ
ン
語
を
公
用
語
と

定
め
る
に
至
る
。
ま
た
、
文
化
財
の
一
部
を
成
す
も
の
と
し
て
の
グ
ア
ラ
ニ
ー
語
の
教
育
を
推
進
し
保
護
す
る
こ
と
も
う
た
わ
れ
て

い
た
。
例
え
ば
、
一
九
九
〇
年
の
第
六
八
号
法
は
、
実
効
性
は
皆
無
に
等
し
か
っ
た
も
の
の
、
教
育
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
ス
ペ
イ
ン
語

と
グ
ア
ラ
ニ
ー
語
を
含
め
る
こ
と
を
義
務
と
定
め
た
画
期
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。

一
九
八
九
年
の
ア
ン
ド
レ
ス
・
ロ
ド
リ
ゲ
ス
将
軍
に
よ
る
ク
ー
デ
タ
ー
に
よ
り
、
三
五
年
に
わ
た
る
ス
ト
ロ
エ
ス
ネ
ル
独
裁
体
制

は
終
焉
を
迎
え
、
一
九
九
二
年
に
は
新
し
い
憲
法
が
制
定
さ
れ
る
。
こ
の
憲
法
に
は
ス
ペ
イ
ン
語
と
グ
ア
ラ
ニ
ー
語
の
社
会
的
存
在

様
式
を
定
め
る
言
語
条
項
が
含
ま
れ
て
い
る
。
次
に
挙
げ
る
第
一
四
〇
条
は
法
的
地
位
を
定
め
て
い
る
。

第
一
四
〇
条
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言
語
に
関
し
て
。
パ
ラ
グ
ア
イ
は
複
文
化
か
つ
二
言
語
の
国
家
で
あ
る
。
ス
ペ
イ
ン
語
と
グ
ア
ラ
ニ
ー
語
が
公
用
語
で
あ
る
。

法
律
に
よ
っ
て
各
言
語
の
使
用
形
態
が
規
定
さ
れ
る
。
先
住
民
言
語
お
よ
び
そ
の
他
の
少
数
言
語
は
国
家
の
文
化
財
の
一
部
で

あ
る
。

ま
た
、
第
七
七
条
で
は
、
母
語
に
よ
る
教
育
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
定
め
て
い
る
。

第
七
七
条

母
語
に
よ
る
教
育
に
関
し
て
。
学
校
教
育
開
始
時
に
お
い
て
は
生
徒
の
母
語
で
あ
る
公
用
語
に
よ
っ
て
教
育
を
行
う
も
の
と
す

る
。
ま
た
、
共
和
国
の
二
つ
の
公
用
語
の
知
識
と
使
用
が
教
授
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。
グ
ア
ラ
ニ
ー
語
を
母
語
と
し
な
い
マ
イ

ノ
リ
テ
ィ
の
エ
ス
ニ
ッ
ク
グ
ル
ー
プ
の
場
合
、
二
つ
の
公
用
語
の
い
ず
れ
か
を
選
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。

一
九
九
二
年
憲
法
に
は
多
言
語
主
義
的
な
要
素
が
導
入
さ
れ
た
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
ズ
ッ
コ
リ
ー
リ
ョ
に
よ
れ
ば
、
そ
の

理
由
の
一
つ
は
、
人
口
の
四
割
ほ
ど
を
占
め
る
グ
ア
ラ
ニ
ー
語
モ
ノ
リ
ン
ガ
ル
を
包
摂
す
る
社
会
を
構
築
す
る
た
め
で
あ
っ
た
と
い

う［
18
］
。
そ
の
た
め
に
採
用
さ
れ
た
の
が
、
二
言
語
国
家
と
し
て
の
パ
ラ
グ
ア
イ
と
い
う
規
定
で
あ
っ
た
。
全
国
民
の
バ
イ
リ
ン
ガ

ル
化
を
通
じ
て
統
合
さ
れ
た
社
会
を
実
現
す
る
と
い
う
方
策
で
あ
る［
19
］
。
表
4
か
ら
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
パ
ラ
グ

ア
イ
は
全
国
民
が
ス
ペ
イ
ン
語
と
グ
ア
ラ
ニ
ー
語
を
用
い
る
と
い
う
意
味
で
の
バ
イ
リ
ン
ガ
ル
国
家
で
は
な
い
。
パ
ラ
グ
ア
イ
に
お

け
る
個
人
の
バ
イ
リ
ン
ガ
リ
ズ
ム
は
、
人
口
の
お
よ
そ
半
分
程
度
に
お
い
て
観
察
さ
れ
る
限
定
さ
れ
た
現
象
な
の
で
あ
る［
20
］
。
ザ

ジ
コ
バ
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
そ
う
し
た
状
況
に
お
い
て
社
会
統
合
と
い
う
観
点
か
ら
具
体
的
な
課
題
と
し
て
浮
か
び
上
が
っ
て

く
る
の
は
、
農
村
部
に
多
く
住
む
グ
ア
ラ
ニ
ー
語
モ
ノ
リ
ン
ガ
ル
が
ス
ペ
イ
ン
語
も
理
解
す
る
バ
イ
リ
ン
ガ
ル
と
な
る
か
ど
う
か

で
あ
り
、
ま
た
都
市
部
に
住
む
ス
ペ
イ
ン
語
モ
ノ
リ
ン
ガ
ル
が
グ
ア
ラ
ニ
ー
語
も
理
解
す
る
バ
イ
リ
ン
ガ
ル
と
な
る
か
ど
う
か
で
あ



154

る
。
よ
っ
て
、
焦
点
は
子
ど
も
に
対
す
る
言
語
教
育
で
あ
り
、
一
般
的
に
「
公
用
語
」
を
規
定
し
た
場
合
に
課
題
と
な
る
、
行
政
機

関
等
の
公
的
・
公
共
的
領
域
に
お
け
る
言
語
使
用
規
定
な
ど
は
ま
っ
た
く
意
識
さ
れ
な
か
っ
た
と
推
定
さ
れ
る［
21
］
。
こ
の
推
定
は
、

早
く
も
一
九
九
二
年
九
月
に
初
等
～
高
等
教
育
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
お
い
て
公
用
語
の
教
育
を
義
務
化
す
る
法
律［
22
］
が
公
布
さ
れ
、

一
九
九
四
年
に
は
教
育
改
革
の
一
環
と
し
て
「
バ
イ
リ
ン
ガ
ル
教
育
計
画
」［
23
］
が
開
始
さ
れ
る
一
方
、
包
括
的
な
言
語
法［
24
］
は
二

〇
一
〇
年
に
な
る
ま
で
日
の
目
を
見
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
も
補
強
さ
れ
る
。

筆
者
は
こ
の
言
語
法
の
制
定
過
程
に
つ
い
て
調
べ
る
中
で
、
文
部
省
の
諮
問
機
関
で
あ
る
国
家
バ
イ
リ
ン
ガ
リ
ズ
ム
委
員
会［
25
］

と
ユ
ネ
ス
コ
カ
タ
ル
ー
ニ
ャ
セ
ン
タ
ー［
26
］
と
の
間
で
、
言
語
法
案
作
成
に
関
す
る
援
助
／
協
力
関
係
が
あ
っ
た
こ
と
を
確
認
し

た［
27
］
。
以
下
で
は
、
そ
う
し
た
関
係
が
生
じ
た
経
緯
も
含
め
た
、
言
語
法
案
作
成
過
程
を
概
観
す
る
。

5
　
言
語
法
案
作
成
の
経
緯

一
九
九
二
年
の
憲
法
制
定
議
会
議
員
で
あ
っ
た
サ
ラ
テ
ア
は
、
憲
法
制
定
後
最
初
の
議
会
選
挙
で
上
院
の
補
欠
議
員
に
選
出
さ
れ
、

一
九
九
四
年
に
欠
員
が
生
じ
た
際
に
繰
り
上
げ
に
よ
り
上
院
議
員
と
な
っ
た
。
そ
の
時
点
で
す
で
に
言
語
法
を
提
案
す
る
意
向
を

持
っ
て
い
た［
28
］
が
、
当
時
は
優
先
す
べ
き
法
案
が
山
積
み
で
あ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
時
期
を
待
つ
こ
と
に
し
た
。
そ
の
後
、
実
質

的
に
一
人
で
法
案
を
作
成
し
、
下
院
議
員
三
人
の
協
力
を
得
て
、
二
〇
〇
三
年
頃
に
文
化
委
員
会
に
提
出
し
た
。
文
化
委
員
会
は
文

部
省
に
対
し
て
法
案
に
関
す
る
報
告
書
の
提
出
を
求
め
た
が
、
評
価
は
否
定
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
文
部
省
は
代
わ
り
に
自
ら
が
法

案
を
作
成
す
る
こ
と
を
表
明
し
、
具
体
的
に
は
国
家
バ
イ
リ
ン
ガ
リ
ズ
ム
委
員
会
が
法
案
作
成
を
担
当
す
る
こ
と
に
な
っ
た
（
②
）。

一
九
九
三
年
か
ら
九
五
年
に
か
け
て
は
、
い
く
つ
か
の
グ
ア
ラ
ニ
ー
語
擁
護
団
体
が
言
語
法
の
制
定
に
つ
い
て
検
討
を
始
め
て
お
り
、

そ
の
う
ち
の
一
つ
は
グ
ア
ラ
ニ
ー
言
語
文
化
協
会［
29
］
で
あ
っ
た
（
①
）。
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国
家
バ
イ
リ
ン
ガ
リ
ズ
ム
委
員
会
が
法
案
作
成
を
担
当
す
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
法
案
作
成
は
、
少
な
く
と
も
表
面
上
は
停
滞

し
て
い
る
よ
う
に
見
え
た
。
事
態
が
進
展
し
な
い
こ
と
に
し
び
れ
を
切
ら
せ
た
サ
ラ
テ
ア
は
、
自
ら
が
代
表
を
つ
と
め
る
市
民
団

体
「
市
民
社
会
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
」
の
名
の
も
と
に
、
グ
ア
ラ
ニ
ー
語
擁
護
推
進
に
関
わ
る
個
人
と
団
体
を
招
聘
し
た
会
合
を
持
ち
、

あ
ら
た
な
法
案
を
つ
く
り
あ
げ
て
い
た
（
②
）。

と
こ
ろ
で
、
当
時
の
国
家
バ
イ
リ
ン
ガ
リ
ズ
ム
委
員
会
は
メ
ン
バ
ー
と
し
て
、
ス
ペ
イ
ン
の
マ
ジ
ョ
ル
カ
出
身
の
イ
エ
ズ
ス
会
士

で
あ
る
メ
リ
ア［
30
］
を
擁
し
て
い
た
。
メ
リ
ア
は
、
カ
タ
ル
ー
ニ
ャ
ユ
ネ
ス
コ
セ
ン
タ
ー
が
二
〇
〇
一
年
か
ら
開
始
し
た
活
動
で
あ

る
リ
ン
グ
ア
パ
ッ
ク
ス［
31
］
と
関
係
を
有
す
る
専
門
家
で
も
あ
り
、
こ
の
関
係
を
通
じ
て
、
言
語
法
案
作
成
に
関
す
る
助
言
を
カ
タ

ル
ー
ニ
ャ
ユ
ネ
ス
コ
セ
ン
タ
ー
に
求
め
た
。
こ
の
結
果
、
国
家
バ
イ
リ
ン
ガ
リ
ズ
ム
委
員
会
の
要
請
に
応
じ
る
形
で
、
二
〇
〇
五
年

三
月
一
一
日
か
ら
二
〇
日
に
か
け
て
、
リ
ン
グ
ア
パ
ッ
ク
ス
専
門
家
委
員
会
委
員
長
で
あ
る
マ
ル
テ
ィ
と
事
務
局
長
の
ク
ル
が
パ
ラ

グ
ア
イ
を
訪
問
し
た
。
こ
の
訪
問
で
は
、
国
家
バ
イ
リ
ン
ガ
リ
ズ
ム
委
員
会
を
は
じ
め
、
文
部
大
臣
、
教
育
文
化
審
議
会
、
下
院
教

育
文
化
委
員
会
、
非
政
府
組
織
「
信
仰
と
喜
び
」［
32
］
と
い
っ
た
パ
ラ
グ
ア
イ
側
の
主
要
な
関
係
組
織
だ
け
で
な
く
、
駐
パ
ラ
グ
ア

イ
・
ス
ペ
イ
ン
大
使
、
在
パ
ラ
グ
ア
イ
・
ス
ペ
イ
ン
国
際
開
発
庁
総
合
調
整
官
ら
と
も
面
談
を
行
い
、
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
パ
ラ

グ
ア
イ
の
言
語
と
社
会
に
関
わ
る
情
報
を
収
集
し
た
と
さ
れ
る
（
④
）［
33
］
。

同
じ
二
〇
〇
五
年
一
一
月
、
今
度
は
マ
ル
テ
ィ
と
言
語
法
の
専
門
家
で
あ
る
ミ
リ
ア
ン
が
パ
ラ
グ
ア
イ
を
一
週
間
ほ
ど
訪
問
し
、

法
案
条
文
の
具
体
的
な
検
討
を
関
係
者
と
行
っ
た
。
国
家
バ
イ
リ
ン
ガ
リ
ズ
ム
委
員
会
か
ら
の
要
請
は
、
一
週
間
の
滞
在
の
間
に
、

す
で
に
存
在
し
て
い
る
複
数
の
案
を
た
た
き
台
と
し
て
最
終
的
な
案
を
完
成
さ
せ
る
こ
と
だ
っ
た
と
い
う
（
③
）。「
す
で
に
存
在
し

て
い
る
案
」
と
は
具
体
的
に
は
国
家
バ
イ
リ
ン
ガ
リ
ズ
ム
委
員
会
に
よ
る
案
と
、
市
民
社
会
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
に
よ
る
案
の
こ
と
で

あ
り
、
法
案
作
成
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
争
い
の
結
果
と
し
て
、
複
数
の
案
が
存
在
し
て
い
た
（
②
③
）。
国
家
バ
イ
リ
ン
ガ
リ
ズ
ム

委
員
会
と
市
民
社
会
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
見
解
の
相
違
は
、
グ
ア
ラ
ニ
ー
語
モ
デ
ル
に
関
す
る
見
解
の
相
違
に
も
っ
ぱ
ら
起
因
す
る

と
推
測
さ
れ
る
。
市
民
社
会
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
に
よ
る
言
語
法
草
案
の
前
文
に
は
、
国
家
バ
イ
リ
ン
ガ
リ
ズ
ム
委
員
会
が
進
め
て
き
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た
グ
ア
ラ
ニ
ー
語
教
育
に
対
す
る
批
判
が
記
さ
れ
て
い
る
。
以
下
に
一
部
を
引
用
す
る［
34
］
。

憲
法
が
言
及
し
て
い
る
グ
ア
ラ
ニ
ー
語
と
は
、〝
パ
ラ
グ
ア
イ
・
グ
ア
ラ
ニ
ー
語
〟
で
あ
る
こ
と
に
疑
い
は
な
い
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
す
な
わ
ち
、
同
一
地
域
に
お
い
て
五
世
紀
に
わ
た
り
ス
ペ
イ
ン
語
と
共
存
し
て
き
た
結
果
と
し
て
、
一
定
の
ス
ペ
イ
ン

語
由
来
語
彙
を
含
む
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
現
在
の
教
育
制
度
に
お
い
て
教
授
さ
れ
て
い
る
の
は
〝
ス
ペ
イ
ン
語
と
の
混

成
無
し
の
、
純
粋
語
彙
の
グ
ア
ラ
ニ
ー
語
〟
で
あ
る
。
そ
う
し
た
グ
ア
ラ
ニ
ー
語
が
教
え
ら
れ
て
い
る
理
由
は
、「〝
パ
ラ
グ
ア

イ
・
グ
ア
ラ
ニ
ー
語
〟
に
は
ス
ペ
イ
ン
語
の
語
彙
が
多
く
入
り
込
み
過
ぎ
て
お
り
、
自
然
さ
が
損
な
わ
れ
て
い
る
。
ま
ず
な
に

よ
り
も
教
育
に
お
い
て
は
グ
ア
ラ
ニ
ー
語
の
純
粋
さ
を
取
り
戻
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ

は
、
学
校
グ
ア
ラ
ニ
ー
語
と
、
子
ど
も
の
保
護
者
に
代
表
さ
れ
る
グ
ア
ラ
ニ
ー
語
話
者
共
同
体
と
の
間
で
の
対
立
を
招
い
て
い

る
。
ど
の
よ
う
な
ス
ペ
イ
ン
語
の
単
語
で
も
グ
ア
ラ
ニ
ー
語
に
そ
の
ま
ま
取
り
込
む
と
い
う
一
般
的
に
行
わ
れ
て
い
る
や
り
方

と
、
ジ
ョ
パ
ラ
（jopara

）
と
呼
ば
れ
る
混
成
言
語
の
使
用
を
一
切
拒
絶
す
る
と
い
う
教
員
の
や
り
方
と
い
う
、
両
極
間
の
距

離
を
縮
め
る
必
要
が
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
相
違
を
含
ん
で
い
た
と
思
わ
れ
る
二
つ
の
案
に
基
づ
い
て
ミ
リ
ア
ン
ら
は
最
終
案
を
作
成
し
、
こ
れ
を
国
家
バ
イ

リ
ン
ガ
リ
ズ
ム
委
員
会
に
提
出
し
た
。
国
家
バ
イ
リ
ン
ガ
リ
ズ
ム
委
員
会
は
こ
の
最
終
案
を
検
討
し
、
修
正
を
加
え
た
案
を
作
成
し
、

二
〇
〇
六
年
一
月
か
ら
二
月
に
か
け
て
リ
ン
グ
ア
パ
ッ
ク
ス
に
送
付
し
意
見
を
求
め
た
。
こ
れ
に
対
し
て
ミ
リ
ア
ン
が
コ
メ
ン
ト
を

送
り
、
両
者
間
の
や
り
と
り
は
こ
こ
で
終
わ
る
。

結
局
、
カ
タ
ル
ー
ニ
ャ
ユ
ネ
ス
コ
セ
ン
タ
ー
の
援
助
に
基
づ
い
て
ま
と
め
ら
れ
た
国
家
バ
イ
リ
ン
ガ
リ
ズ
ム
委
員
会
に
よ
る
法

案
と
、
市
民
社
会
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
に
よ
る
法
案
が
並
立
す
る
状
況
に
変
化
は
な
く
、
こ
の
二
つ
を
一
本
化
す
る
た
め
の
会
合
が
、

文
部
副
大
臣
の
仲
介
に
よ
っ
て
開
催
さ
れ
、
お
よ
そ
六
ヶ
月
に
わ
た
る
調
整
の
結
果
、
総
合
的
な
一
つ
の
法
案
が
完
成
す
る
（
②
）。
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こ
の
法
案
が
最
終
的
に
議
会
に
送
付
さ
れ［
35
］
、
若
干
の
修
正
を
経
て
可
決
さ
れ
、
言
語
法
と
し
て
公
布
さ
れ
る
に
至
る
。

6
　
言
語
法
に
お
け
る
権
利
と
義
務

す
で
に
見
た
よ
う
に
、
憲
法
制
定
時
に
お
い
て
、
社
会
統
合
と
い
う
観
点
か
ら
浮
か
び
上
が
る
具
体
的
な
課
題
の
一
つ
が
国
民
の

バ
イ
リ
ン
ガ
ル
化
で
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
、
憲
法
の
言
語
条
項
の
展
開
措
置
で
あ
る
言
語
法
に
お
い
て
バ
イ
リ
ン
ガ
リ
ズ
ム
が
ど
の

よ
う
に
扱
わ
れ
て
い
る
の
か
を
確
認
す
る
こ
と
は
、
パ
ラ
グ
ア
イ
に
お
け
る
言
語
と
社
会
の
今
後
を
考
え
る
上
で
必
要
で
あ
る
。
と

り
わ
け
、
バ
イ
リ
ン
ガ
リ
ズ
ム
を
政
策
的
に
推
進
す
る
た
め
に
欠
か
す
こ
と
が
で
き
な
い
、
言
語
に
関
す
る
権
利
と
義
務
の
配
置
を

確
認
す
る
こ
と
は
重
要
と
言
え
よ
う
。

以
上
の
観
点
か
ら
、
国
家
バ
イ
リ
ン
ガ
リ
ズ
ム
委
員
会
と
市
民
社
会
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
一
本
化
し
、
最
終
的
に
議
会
に
送
付
さ

れ
た
法
案
の
内
容
を
確
認
す
る
と
、
そ
の
趣
意
書
き
と
、
法
案
の
具
体
的
な
内
容
に
大
き
な
落
差
が
見
い
だ
さ
れ
る
。
趣
意
書
き
で

は
「
二
言
語
国
家
建
設
」「
バ
イ
リ
ン
ガ
ル
市
民
養
成
」「
単
な
る
ダ
イ
グ
ロ
シ
ア
状
況
か
ら
真
の
バ
イ
リ
ン
ガ
リ
ズ
ム
へ
の
移
行
」
な

ど
に
つ
い
て
触
れ
ら
れ
、
そ
れ
が
国
家
と
し
て
の
パ
ラ
グ
ア
イ
に
と
っ
て
い
か
に
重
要
で
不
可
欠
で
あ
る
か
が
切
々
と
説
か
れ
て
い

る
。
し
か
し
、
言
語
に
関
す
る
権
利
を
ど
の
よ
う
に
実
効
的
に
保
障
す
る
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
心
許
な
い
内
容
で
あ
る
。
成

立
し
た
言
語
法
に
、
権
利
に
関
す
る
条
文
は
多
い
が
義
務
に
係
る
条
文
が
少
な
い
と
い
う
点
に
も
こ
の
こ
と
は
現
れ
て
い
る
。
例
え

ば
二
章
は
言
語
権
に
つ
い
て
割
か
れ
て
お
り
、
そ
こ
で
は
「
話
す
書
く
と
い
っ
た
形
態
に
か
か
わ
ら
ず
公
用
語
を
知
り
使
う
権
利
」

「
自
ら
の
言
語
で
情
報
を
得
る
権
利
」「
使
用
す
る
言
語
に
よ
っ
て
差
別
さ
れ
な
い
権
利
」「
司
法
領
域
に
お
い
て
公
用
語
の
い
ず
れ
か

を
使
用
す
る
権
利
」「
母
語
で
あ
る
公
用
語
で
教
育
を
受
け
る
権
利
」
な
ど
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、
義
務
に
関
す
る
条
文
は
、

国
家
機
関
が
法
律
文
を
二
つ
の
公
用
語
で
備
え
て
お
く
義
務
（
一
四
条
）
、
司
法
関
係
者
が
二
つ
の
公
用
語
の
ど
ち
ら
の
能
力
も
備
え
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る
義
務
（
一
五
条
）
、
公
務
員
と
な
る
に
際
し
て
必
要
な
条
件
と
し
て
の
二
言
語
能
力
（
三
六
条
）
な
ど
が
具
体
的
で
あ
る
が
、
そ
れ

以
外
に
つ
い
て
は
包
括
的
（
＝
抽
象
的
）
な
条
文
と
な
っ
て
い
る
。

こ
れ
は
モ
デ
ル
と
し
て
参
照
さ
れ
た
カ
タ
ル
ー
ニ
ャ
の
言
語
法
と
は
大
き
く
異
な
る
点
で
あ
る
。「
言
語
政
策
法
」
で
は
、「
公
／

公
共
」
と
い
う
領
域
区
分
を
法
律
上
で
明
確
に
し
た
上
で
、
公
共
領
域
に
お
け
る
言
語
使
用
に
つ
い
て
責
任
主
体
を
明
確
に
し
て
い

る
。
具
体
的
に
は
、
公
企
業
や
公
営
企
業
を
対
象
に
、
通
知
や
通
達
を
カ
タ
ル
ー
ニ
ャ
語
で
行
う
義
務
や
、
対
面
応
答
を
ス
ペ
イ
ン

語
と
カ
タ
ル
ー
ニ
ャ
語
の
い
ず
れ
で
も
行
え
る
よ
う
に
す
る
義
務
な
ど
、
様
々
な
義
務
を
具
体
的
に
定
め
て
い
る
。

統
計
的
に
は
全
国
民
の
三
割
近
く
を
占
め
つ
つ
も
ダ
イ
グ
ロ
シ
ア
状
況
に
置
か
れ
て
い
る
グ
ア
ラ
ニ
ー
語
モ
ノ
リ
ン
ガ
ル
の
言
語

権
を
保
障
す
る
道
具
と
し
て
の
言
語
法
は
、
そ
の
存
在
自
体
が
こ
れ
ら
モ
ノ
リ
ン
ガ
ル
の
不
満
を
和
ら
げ
う
る
と
い
う
意
味
で
、
一

種
の
社
会
的
安
定
装
置
と
し
て
の
役
割
を
果
た
す
可
能
性
が
あ
る
。
し
か
し
、
全
国
民
の
バ
イ
リ
ン
ガ
ル
化
を
通
じ
た
社
会
統
合
と

い
う
当
初
の
構
想
の
達
成
見
込
み
を
持
ち
が
た
い
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
憲
法
の
言
語
条
項
策
定
時
に
具
体
的
な
課
題
と
し
て
現
れ

た
、
農
村
部
の
グ
ア
ラ
ニ
ー
語
モ
ノ
リ
ン
ガ
ル
が
ス
ペ
イ
ン
語
を
理
解
す
る
バ
イ
リ
ン
ガ
ル
に
な
る
こ
と
を
促
す
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ

や
、
都
市
部
の
ス
ペ
イ
ン
語
モ
ノ
リ
ン
ガ
ル
が
グ
ア
ラ
ニ
ー
語
を
理
解
す
る
バ
イ
リ
ン
ガ
ル
に
な
る
こ
と
を
促
す
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ

が
、
こ
の
言
語
法
に
は
組
み
込
ま
れ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。

も
ち
ろ
ん
、
現
時
点
で
結
論
を
急
ぐ
必
要
は
な
く
、
言
語
法
に
基
づ
く
各
種
政
令
や
計
画
を
通
じ
て
、
今
後
徐
々
に
政
策
が
進
展

す
る
こ
と
を
期
待
も
で
き
る
。
で
あ
る
と
し
て
も
、
参
照
さ
れ
た
は
ず
の
カ
タ
ル
ー
ニ
ャ
の
言
語
政
策
が
持
つ
、
戦
闘
的
な
姿
勢
の

痕
跡
を
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
一
体
、
何
が
取
り
込
ま
れ
、
何
が
取
り
込
ま
れ
な
か
っ
た
の
か
。
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7
　
移
植
さ
れ
た
も
の
は
な
に
か
？

カ
タ
ル
ー
ニ
ャ
ユ
ネ
ス
コ
セ
ン
タ
ー
が
法
案
作
成
の
援
助
を
行
っ
た
際
に
、
カ
タ
ル
ー
ニ
ャ
を
含
め
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
言
語
政
策

の
経
験
か
ら
パ
ラ
グ
ア
イ
の
言
語
法
へ
移
植
さ
れ
た
も
の
は
、
一
体
何
か
。

そ
れ
は
、
言
語
政
策
の
技
術
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
言
語
政
策
が
実
施
さ
れ
る
社
会
固
有
の
諸
条
件
を
抜
き
取
っ
た
後
に

残
る
テ
ク
ニ
カ
ル
な
側
面
だ
け
が
、
パ
ラ
グ
ア
イ
の
言
語
法
に
取
り
込
ま
れ
た
の
で
は
な
い
か
。
具
体
的
に
は
、
グ
ア
ラ
ニ
ー
語
と

ス
ペ
イ
ン
語
の
法
的
平
等
の
定
義
の
仕
方
や
、
グ
ア
ラ
ニ
ー
語
と
ス
ペ
イ
ン
語
以
外
の
話
者
の
言
語
権
に
対
す
る
配
慮
の
仕
方
と

い
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
ら
の
法
的
技
術
は
一
貫
性
を
も
っ
た
言
語
法
を
作
り
上
げ
る
上
で
は
欠
か
せ
な
い
も
の
で

あ
り
、
そ
の
重
要
性
に
疑
い
の
余
地
は
な
い
。
ま
た
、
そ
れ
は
過
去
の
経
験
の
中
で
積
み
上
げ
ら
れ
て
き
た
貴
重
な
ノ
ウ
ハ
ウ
で
も

あ
る
。

し
か
し
同
時
に
、
た
と
え
ば
公
教
育
に
お
け
る
カ
タ
ル
ー
ニ
ャ
語
イ
マ
ー
ジ
ョ
ン
の
実
施
や
、
カ
タ
ル
ー
ニ
ャ
語
に
の
み
「
固
有

言
語
」
と
い
う
ス
テ
ー
タ
ス
を
付
与
す
る
こ
と
を
通
じ
た
カ
タ
ル
ー
ニ
ャ
語
の
優
先
的
な
扱
い
と
い
っ
た
、
カ
タ
ル
ー
ニ
ャ
で
行
わ

れ
て
き
た
言
語
政
策
が
持
つ
、
諸
条
件
に
よ
る
限
界
に
迫
ろ
う
と
す
る
戦
闘
的
と
も
言
え
る
実
践
性
は
、
そ
こ
で
は
か
き
消
さ
れ
て

し
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
こ
で
は
こ
れ
ま
で
の
経
緯
等
か
ら
、
理
由
を
考
察
し
て
み
た
い
。

第
一
に
、
今
回
直
接
関
与
し
た
マ
ル
テ
ィ
と
ミ
リ
ア
ン
が
、
非
常
に
「
行
儀
が
良
い
」
人
物
で
あ
っ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
聞

き
取
り
調
査
に
お
い
て
は
、
技
術
者
と
し
て
助
言
す
る
こ
と
に
徹
し
た
と
い
う
趣
旨
の
発
言
が
両
名
か
ら
聞
か
れ
た
。
国
家
バ
イ
リ

ン
ガ
リ
ズ
ム
委
員
会
と
市
民
社
会
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
に
よ
る
法
案
並
立
の
よ
う
な
、
パ
ラ
グ
ア
イ
に
お
け
る
グ
ア
ラ
ニ
ー
語
擁
護
推

進
団
体
間
の
角
逐
と
は
一
線
を
画
し
た
い
と
い
う
思
惑
も
当
然
持
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
が
、
一
種
の
職
業
意
識
に
裏
打
ち
さ
れ
た
自

制
で
も
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
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第
二
に
、
言
語
政
策
上
の
課
題
の
表
面
的
な
類
似
性
に
よ
っ
て
、
技
術
と
し
て
の
言
語
政
策
の
移
植
が
促
さ
れ
た
側
面
も
指
摘

で
き
よ
う
。
カ
タ
ル
ー
ニ
ャ
の
言
語
政
策
は
、「
全
住
民
の
完
全
な
バ
イ
リ
ン
ガ
ル
化
と
そ
れ
に
基
づ
く
ダ
イ
グ
ロ
シ
ア
状
況
の
解

消
」［
36
］
を
目
標
と
し
て
行
わ
れ
て
き
た
の
で
あ
り
、
パ
ラ
グ
ア
イ
に
お
い
て
一
九
九
二
年
憲
法
の
言
語
条
項
に
関
す
る
課
題
に
対

す
る
回
答
と
し
て
採
用
さ
れ
た
「
全
国
民
の
バ
イ
リ
ン
ガ
ル
化
を
通
じ
て
統
合
さ
れ
た
社
会
を
実
現
す
る
」
と
い
う
方
策
と
は
、
明

ら
か
に
類
似
性
が
感
じ
ら
れ
る
。
し
か
し
、
パ
ラ
グ
ア
イ
特
有
の
、
都
市
部
／
農
村
部
と
い
っ
た
分
断
、
さ
ら
に
都
市
部
＝
ス
ペ
イ

ン
語
／
農
村
部
＝
グ
ア
ラ
ニ
ー
語
と
い
う
対
比
、
人
口
の
三
分
の
一
を
占
め
る
貧
困
層
の
存
在
な
ど
を
考
慮
に
入
れ
る
な
ら
、
こ
の

類
似
性
は
あ
く
ま
で
「
表
面
的
」
な
も
の
で
し
か
な
く
、
実
際
の
移
植
作
業
で
は
相
違
点
の
ほ
う
が
視
野
に
入
り
、
技
術
的
側
面
に

留
ま
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

第
三
に
、
お
そ
ら
く
最
も
重
要
な
点
と
し
て
、
状
況
認
識
の
違
い
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
カ
タ
ル
ー
ニ
ャ
の
言
語
政
策
は
、

カ
タ
ル
ー
ニ
ャ
語
と
ス
ペ
イ
ン
語
が
絶
え
ざ
る
競
合
状
態
に
置
か
れ
て
い
る
と
い
う
「
言
語
コ
ン
フ
リ
ク
ト
」
と
い
う
概
念
を
背
景

に
持
つ
た
め
、
両
者
が
決
し
て
安
定
的
・
静
的
な
共
存
関
係
に
留
ま
ら
な
い
と
い
う
状
況
認
識
が
存
在
し
て
お
り
、
こ
れ
が
戦
闘
的

な
実
践
性
の
源
泉
と
も
言
え
る
。
一
方
、
パ
ラ
グ
ア
イ
で
は
コ
ル
バ
ラ
ン
に
よ
る
次
の
説
明［
37
］
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
状
況
認
識

が
一
般
的
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
の
他
地
域
で
は
、
先
住
民
の
存
在
は
バ
イ
リ
ン
ガ
リ
ズ
ム
を
促
し
は
し
た
が
、
そ
れ
は
モ
ノ
リ
ン
ガ
リ
ズ
ム

へ
至
る
過
程
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
一
方
パ
ラ
グ
ア
イ
で
は

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
バ
イ
リ
ン
ガ
リ
ズ
ム
が
住
民
の
大
部
分
に
と
っ
て
安
定
的
な
状
態

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

で
あ
る
。
バ
イ
リ
ン
ガ
リ
ズ
ム
の
安
定
性

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

は
、
主
と
し
て
次
の
二
要
因
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
一
つ
は
、
言
語
と
文
化

の
発
展
プ
ロ
セ
ス
が
示
す
固
有
の
特
質
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
、
グ
ア
ラ
ニ
ー
語
使
用
が
も
た
ら
す
強
い
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
で

あ
る
。
二
つ
の
要
因
は
、
独
特
の
形
式
を
と
る
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
一
体
性
と
誇
り
、
そ
し
て
、
パ
ラ
グ
ア
イ
の
バ
イ
リ
ン
ガ
リ
ズ

ム
現
象
の
本
質
部
分
を
構
成
す
る
価
値
へ
と
結
び
つ
い
て
い
る
。（
傍
点
強
調
は
筆
者
）
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別
の
言
い
方
を
す
る
な
ら
、
カ
タ
ル
ー
ニ
ャ
に
お
い
て
は
、
バ
イ
リ
ン
ガ
リ
ズ
ム
が
歴
史
的
経
緯
や
現
在
の
政
治
的
社
会
的
状
況

に
よ
る
や
む
を
得
な
い
選
択
の
結
果
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
一
方
、
パ
ラ
グ
ア
イ
に
お
い
て
は
内
在
的
・
本
来
的
な
状
態
と
し
て

捉
え
ら
れ
て
い
る［
38
］
。
認
識
上
の
根
本
的
断
絶
が
存
在
す
る
二
者
間
で
言
語
政
策
を
移
植
し
よ
う
と
す
る
な
ら
、
そ
れ
は
技
術
的

な
側
面
に
限
ら
れ
ざ
る
を
え
な
い
。
む
し
ろ
、
技
術
的
側
面
に
限
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

お
わ
り
に

本
稿
で
扱
っ
た
事
例
は
、
先
進
的
か
つ
戦
闘
的
な
成
功
例
で
あ
る
言
語
政
策
を
移
植
し
よ
う
す
る
試
み
が
、
社
会
固
有
の
条
件
に

よ
っ
て
先
進
性
と
戦
闘
性
を
そ
ぎ
落
と
さ
れ
、
結
果
と
し
て
技
術
的
側
面
の
移
植
に
終
わ
っ
た
と
い
う
凡
庸
な
例
か
も
し
れ
な
い
。

あ
る
い
は
、
移
植
さ
れ
た
技
術
を
も
と
に
、
パ
ラ
グ
ア
イ
の
言
語
政
策
に
あ
ら
た
な
展
開
が
見
い
だ
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

後
者
へ
続
く
道
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
「
土
着
化
」
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
言
語
政
策
の
技
術
は
確
か
に
移
植
可
能
で
あ
ろ

う
。
し
か
し
、
社
会
の
あ
り
方
そ
の
も
の
に
か
か
わ
る
よ
う
な
、
思
想
や
習
慣
、
態
度
、
行
為
を
そ
の
ま
ま
移
植
す
る
こ
と
は
ほ
と

ん
ど
不
可
能
で
あ
る
。
そ
し
て
、
言
語
政
策
は
往
々
に
し
て
、
そ
の
よ
う
な
移
植
不
可
能
な
要
素
と
分
か
ち
が
た
く
結
び
つ
き
な
が

ら
実
践
さ
れ
て
い
る
。
で
あ
る
な
ら
ば
、
移
植
可
能
な
技
術
を
社
会
の
あ
り
方
に
適
応
さ
せ
る
よ
う
な
「
土
着
化
」
と
い
う
方
策
に

つ
い
て
、
考
え
を
巡
ら
せ
る
こ
と
は
意
味
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

二
〇
一
二
年
に
は
パ
ラ
グ
ア
イ
で
セ
ン
サ
ス
が
行
わ
れ
る
。
バ
イ
リ
ン
ガ
ル
化
に
よ
る
社
会
統
合
が
成
功
し
つ
つ
あ
る
の
か
ど
う

か
と
い
う
問
い
に
、
セ
ン
サ
ス
の
結
果
は
多
少
な
り
と
も
見
通
し
を
示
し
て
く
れ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
も
そ
も
、
パ
ラ
グ
ア
イ

に
お
い
て
、
グ
ア
ラ
ニ
ー
語
モ
ノ
リ
ン
ガ
ル
が
減
少
し
、
ス
ペ
イ
ン
語
と
の
バ
イ
リ
ン
ガ
ル
が
増
え
る
こ
と
は
、
社
会
統
合
成
功
の
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証
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
こ
の
点
を
再
度
問
う
て
み
る
必
要
も
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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